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下野市公民館運営審議会 議事録 (要旨) 

 

審議会名等  令和３年度第４回公民館運営審議会 

日   時  令和３年１２月２１日（火） 午前９時３０分～１1時００分 

場   所  国分寺公民館 第２．３会議室 

委   員  出席者  倉井 典子、菅沼 みや子、石崎 勝二、石田 節男、 

兼丸 起子、舘野 紀子、津野田 久江、小林 溶子、 

小貫 シゲ子、上野 文夫、高木 香奈子、中澤 真智子 

欠席者  諏訪 佳恵、人見 佳代子、谷萩 昌道 

 

教育委員会  教育長           石﨑 雅也 

生涯学習文化課長      浅香 浩幸 

       国分寺公民館長       神山 裕 

       石橋公民館長        櫻井 亜佐美 

南河内公民館長       齋藤 光利 

       南河内東公民館長      大島 浩司 

      生涯学習推進グループ    漆原 聡  

         

公開・非公開の別 （ 公 開 ・ 一部公開 ・ 非公開 ） 

傍 聴 人  ０人 

報道機関   ０人 

議事録（要旨） 作成年月日 令和４年１月５日 

                       

１ 開 会         南河内東公民館長  大島 浩司 

２ 委員長あいさつ     小林 溶子 

３ 教育長あいさつ     石﨑 雅也 

４ 議 事 

  （１）評価マニュアル（案）について 

  （２）令和３年度公民館まつりについて 

  （３）その他
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（１）評価マニュアル（案）について 

小林委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石田委員 

 

事務局 

 

 

津野田委員 

 

小林委員長 

 

 

 

 

石田委員 

石崎委員 

 

 

 

 

津野田委員 

 

事務局 

石崎委員 

 

 

 

審議事項 議事(１)「評価マニュアル（案）」について、事務局か

らの説明を求める。 

 評価マニュアル（案）に対し、まずは皆様からいただいたご意見

ご質問について説明する。 

 ご指摘のあった評価マニュアル（案）７ページ２行目「Ⅳ評価基

準により～」を「Ⅳの評価基準により～」に修正する。同じく１１

ページ 評価項目ア 評価指数 下段「利用促進のため、講座内容

の検討～」を「利用促進のための、講座内容の検討～」に修正する。

同じく１７ページ２.地域の特色を活かした活動の充実の評価項目

ウ 評価指数 下段「学習したものが変化しており、新たな学習機

会～」を「学習したものが変化していることを踏まえ学習機会～」

に修正する。 

次に６ページ(４)２設定した目標の公表  

地域に開かれた公民館運営を実施するため、目標を設定した公民館

点検・評価シートを以下の方法で公表します。 

・各公民館・生涯学習文化課での閲覧 

・市のホームページ 

・その他 

この部分が７ページⅣ評価結果公表の部分で「上記同」同じ内容が

記されているのではという質疑について委員の皆様に審議を求め

る。 

ページ６とページ７について、なぜ「上記同」したのか事務局側

に質問を求める。 

こちらについては設定した目標に対しての評価の公表の流れをそ

れぞれに記載したものである。同じ内容なので記載を残すかどうか

の審議を求める。 

ページ６の部分を削除して、ページ７のⅣ評価結果の公表のみ明

記すればいいのではないか。 

ページ６は２の設定した目標の公表に対しての文章。ページ７に

ついてはⅣ評価結果の公表に対しての文章。どちらも明記したまま

でいいのではないか。 

しかしこれを明記していることで文章が重複しているとも考えられ

る。マニュアルを分かりやすくするため委員皆様の審議を求める。 

ページ６の２の削除が妥当ではないか。 

目標の公表、結果の公表について説明しているため明記すべきで

あるが、文章がどちらも同じため違和感を感じる。中身を変更して

はどうか。ページ６の「公民館点検・評価」を省き「目標を設定し

たシートを以下の方法で公表します」で検討してみてはどうか。 

審議の時間を設ける。 

ページ７は評価結果で公表することが理解できるが、ページ６は

実際いつの時点で公表しているのか不明確のため回答を求める。 

すべてＨＰにて同時に公表している。 

設定目標は振興計画で公表しているためここではあえて必要ない

のではないか。 

ページ６の部分は、振興計画のものを評価マニュアルに載せる必要

はないので削除するか、それとも目標と結果なので言い回しを変え
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舘野委員 

 

 

事務局 

小林委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髙木委員 

 

事務局 

 

小林委員長 

 

 

て載せるか委員の間でも審議。意見が分かれる。 

さらにページ３のⅡの１の項目とその下に続く(１）(２)の項目が

あるが、なぜ１の項目よりその下の(１）(２)の項目の方が太字なの

か回答を求める。 

ご指摘のとおり。検討する。 

委員の中でページ６の２について審議し意見が分かれるため、削

除した方がいいか、それとも文章を変えてという条件付きで入れた

方がいいか決をとることとする。 

削除＝６名 

条件付きで入れる＝６名 

ページ６の２については事務局側任せる。 

審議いただいたが評価の段階で載せるということでページ６の２に

ついては削除という形をとる。 

石崎委員の提案により委員全体でマニュアルについて中身の確認や

舘野委員の項目の太字についても検討することができたことは喜ば

しい。よってページ６の２については削除の形をとる。 

ページ６の２について削除するならページ３の１も必要ないので

はないか。 

ページ６の２がなくなっても文章の流れを考えこのままの形を検

討している。 

事務局には意見をまとめてもらい（案）をとったマニュアルを作成

してもらうこととする。以上質問がなければ次の議題に移る。 

 

（２）令和３年度公民館まつりについて 

小林委員長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林委員長 

（２）「令和３年度公民館まつりについて」について、事務局よ

り説明を求める。 

令和３年度の公民館まつりは新型コロナの影響で中止とするが、

代替え案を３館（国分寺公民館、南河内公民館、南河内東公民館）

で実施する。内容は、自主サークルの活動内容を写真や動画を文集

やＤＶＤにまとめ、館のテレビで放映するものである。石橋公民館

については不参加の経緯、今後のメモリアル事業について説明する。 

石橋公民館は令和４年１２月の石橋公民館移設による石橋公民館閉

館に伴い実行委員会を立ち上げメモリアル事業を計画している。事

業計画の中に「活動の思い出ＤＶＤ」があり、まつり代替え案ＤＶ

Ｄと記念事業ＤＶＤについて、１１月２８日の「公民館移設に係る

記念事業の説明会」を設け自主サークルに説明したところＤＶＤ作

成については記念事業として一本化するという方向で全体一致とな

った。本事業については今後ともご理解ご協力をお願いしたい。 

公民館まつりについて質問がなければ、各公民館の主旨に基づい

て行うこととする。 

 

（３）その他   

小林委員長 

事務局 

 

 

（３）「その他について」について事務局より説明を求める。 

・国分寺公民館の国分寺中学校 秋輝祭の報告について 

開催日時 令和３年１０月２３日（土）～３０日（土） 

午前９時～午後９時まで 
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石田委員 

事務局 

 

 

 

髙木委員 

事務局 

 

小林委員長 

来場人数１２１名（名簿記載のみ） 

今年度大変好評であったため、今回の反省点を踏まえ来年度はさら

に良い事業を目指し、学校の状況を見ながら継続を考えていくこと

とする。また石橋地区、南河内地区でも同じような事業を提案して

いく。 

・南河内中学校のふせんメッセージカードの展示について 

４月から南河内小中学校開校に伴い南河内中学校文化祭で展示して

あった地域、学校卒業生、保護者などによるメッセージカード展示

板を、１１月から南河内公民館ロビーに展示している。展示は令和

４年２月いっぱいで３月には南河内中学校での展示になる。 

・石橋複合施設の進捗状況について 

８月２９日、３１日に地元説明会を実施。コロナで期間が空いてし

まったが、１２月１１日にもイメージ動画やパースを使用し自主サ

ークルに向けての説明会を実施した。 

石橋病院跡地においては９月３０日に安全祈願、１０月には工事が

始まり、現在は地ならし、周辺の外構工事が行われている。年明け

には地盤改良の基礎工事、３月末頃には鉄骨が立ち上がる予定。４

月以降鉄骨が立ち上がったら現場見学会の開催を予定しており、ま

た１０月末の建物引き渡し後は、内覧会、建物の利用運用面につい

て検討していく予定である。 

石橋公民館は複合施設へ移転する１１月の一月は利用できないので

石橋公民館を利用している団体は他の館を利用する可能性がある。

それによって他館は利用者はいつもより予約がとりづらい可能性が

あるがその期間は考慮してほしい。 

質問はないか。 

石橋複合施設のｗｉ-ｆｉを充実させてほしい。 

現在４館のｗｉ-ｆｉは総合政策課で、石橋複合施設のｗｉ-ｆｉ

は工事で対応する。５０台はいつでも使えるものを検討。建物のエ

リアは十分カバーするｗｉ-ｆｉではあるが、部屋の壁を通るかどう

かは建物が立った後、ＮＴＴで検査する。 

石橋公民館が利用できない間、他館を使用する自主サークルは登録

しなおさなければならないのか。 

１館しか登録をしていないサークルは、追加登録で他館の利用を可

能とする。 

質問がなければ本日の会議は以上で終了する。 

 

６ 閉 会 


